
（別紙様式２）

：
：

　
促進等事務

１　認定農業者等担い手の育成及び確保
（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標
　 農家数

　うち主業農家
農業生産法人数

　

※　初年度は、平成２３年度までの目標については記入不要

（２）　平成２２年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、当該年度における認定農業者担い手の増加目標数
※２　平成２３年度までの目標案は、平成２３年度末の担い手数の目標案とし、初年度のみ記入

２　担い手への農地の利用集積
（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標
　

　

※　初年度は、平成２３年度までの目標については記入不要

（２）　平成２２年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、当該年度における担い手への農地の利用集積の目標面積
※２　平成２３年度までの目標案は、平成２３年度末の集積面積の目標案とし、初年度のみ記入

特定農業団体

課　　　　　題

・農家の高齢化や後継者不足により農業を担う者が減少しており、地区の状況に合わせた
新たな担い手の計画的な確保・育成が急務である。
・農業後継者のいない農家が増えているため耕作放棄地も増加傾向にある。
・認定農業者制度が十分知られていない。
・農業法人の村内進出の推進により、先進的農業技術の導入と法人経営の担い手の雇用
によって農業就業者の増加を図るとともに農業の意識改革などが必要である。

平成２２年度の目標及びその達成に向けた活動計画(案 )

都 道 府 県 名 福　島　県
農 業 委 員 会 名 飯舘村農業委員会

現　　　　　状

１５ 団体

２１８ 戸 ８４ 経営　 ０ 法人 １３ 団体
８ 法人

平成２３年度までの目標 ９０ 経営

１，０４９ 戸 認定農業者

０ 法人

特定農業法人

認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

これまでの集積面積 集積率

目　　標　　案 集積面積　　　　　　　　　　　４２ ｈａ

２，５８２ ｈａ ４６６ ｈａ １８．０４ ％

課　　　　　題

・これまで認定農業者等を中心に集積を図ってきたが、農業従事者の高齢化や農家数の減
少により、近い将来流動化の停滞が予想される。
・担い手の高齢化、後継者不足により担い手の育成・確保が難しく、集積も進まない。

％

活動計画案

・認定候補者への個別支援。
・経営改善計画目標達成に向
けた支援を行う。(通年)

・農産加工物や付加価値をつ
けた独自販売など経営の多角
化、高度化を実践している農
業者を中心に法人化への誘導
を行う。(通年)

制度の有利性など地区での
説明を行い、経営の改善に
向けて支援する。(通年)

活動計画案

関係機関及び農業団体が一体となって担い手へ農地利用集積を推進する体制を整備する
とともに、農地保有合理化事業、農地利用集積促進事業等を活用しながら、農地の利用集
積を促進する。
・通年：　農業委員等による農地活用相談の随時実施。
・通年：　広報いいたての「農業委員会からのお知らせ」欄の活用によるＰＲ。

現　　　　　状
管内の農地面積

平成２３年度までの目標
これまでの集積面積 目　　　標 合　　　計

ｈａ　　 ｈａ

目　　標　　案 ２ 経営 ０ 法人 １ 団体

平成２３年度までの目標案 集積面積　　　　　　　　　　５３２ ｈａ

平成２３年度までの目標
認定農業者 特定農業法人 特定農業団体

ｈａ　　 ｈａ ％



３　耕作放棄地の解消
（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標
　

　

※　初年度は、平成２３年度までの目標については記入不要

（２）　平成２２年度の目標案及び活動計画案

※１　目標案は、当該年度における耕作放棄地の解消の目標面積
※２　平成２３年度までの目標案は、平成２３年度末の解消面積の目標案とし、初年度のみ記入

４　違反転用への適正な対応
（１）　違反転用の状況

（２）　平成２２年度の目標案及び活動計画案

５　農地パトロール

（１）　平成２２年度の活動計画案

６　農地情報の整備と共有化

（１）　平成２２年度の活動計画案

目　　標　　案 解消面積　　　　　　　　３ ｈａ

現　　　　　状
管内の農地面積 耕作放棄地の面積 耕作放棄地率

２，５８２ ｈａ ４．０２ ％

課　　　　　題

耕作放棄地は、
①農業者の高齢化や後継者不在等による担い手の不足。
②地勢等立地条件及び有害鳥獣による農作物への被害
等の原因により発生しており、担い手確保対策及び有害鳥獣対策も含めた助成措置の拡充
が必要である。また、農業法人の先進的技術や生産から、販売までの技術の向上によって、
農業の安定経営と村内定住者の増加が図られることで耕作放棄地の解消に努める。

平成２３年度までの目標案 解消面積　　　　　　　２０ ｈａ

目　　標　　案 　違反転用の発生防止及び許可条件違反の防止

活動計画案

耕作放棄地発生防止に向け、広報誌でのＰＲ及び農地パトロールによる未然防止の声かけ
運動。
・広報誌の活用：２月、５月農業委員会からのお知らせに掲載。
・農地一斉パトロール：担当地区内のパトロール及び全農業委員による一斉パトロールの実
施による未然防止の声かけ運動。
・農地所有者に対する農地流動化の相談・指導及び認定農家への誘導。
・有害鳥獣対策事業の実施を村など関係機関と協議し被害の縮小に向けた対応の措置。
・村外からの優良農業法人が進出しやすい施策の実施。
　また、飯舘村の遊休農地調査書を活動の基本データとし、耕作放棄地の調査・把握のた
め農地パトロールを各地区担当委員が毎月行うが、特に１０月～１１月は集中的に全農業委
員が実施する。　更には、耕作放棄地となり山林や雑地化している農地の所有者には現況
確認による転用等の指導を行う。

違反転用の状況 件数　０　件 面積　０　ha 　　主な用途　

共有化に関する活動計画案
・共有化に係る課題（個人情報等）の精査を行い、情報の共有が可能かどう
かを含め実施に向けて検討する。

農地基本台帳の情報の更新に関する
活動計画案

・農地の登記情報及び農家の世帯情報等の補正（固定資産台帳との照合）を
行う。
・農地の権利移動等の許可に係る台帳の補正（随時）を行う。
ことで権利移動があったときは随時更新し常に最新の状態に整える。
・田については、転作状況を確認し、現況にあった台帳の整備を図る。

活動計画案
（実施時期、体制、
実施回数等）

農業委員及び農業委員会事務局職員による巡回調査。
・一斉実施時期：10月～１1月。
・体制：地区担当委員ごとに毎月１回随時実施する。

活動計画案

・毎月１回はパトロールを実施する。特に10月～11月にかけての耕作放棄地等の現況調査
にあわせ、全農業委員及び事務局職員による農地パトロールを実施する。
・転用許可日から３カ月、その後一年毎の工事進捗状況を調査する。
・許可後、２年を経過しているものについて、転用台帳にて完了報告の有無を確認し、未提
出の案件については調査及び指導を行う。

平成２３年度までの目標
これまでの集積面積 目　　　標 合　　　計

ｈａ　　 ｈａ ％

１０４ ｈａ


